
議 会 運 営 委 員 会 

令和 8年 6月 24日（水） 

個人一般質問終了後 

開議   時   分 

閉議   時   分 

全員協議会室 

 

出席者 

〔委 員〕岡本委員長、小川副委員長、 

今田委員、村木委員、大谷委員、沖田委員、足立委員、柳楽委員、西田清久委員 
〔議長団〕澁谷議長、笹田副議長 
〔委員外議員〕 
〔事務局〕下間局長、濱見次長、山﨑書記 

 

議 題 

1 陳情審査                              資料 1 

⑴ 陳情第 5 号 浜田市議会議員定数および定例会の開催変更に関する陳情について

（願意③、④ 議会運営委員会付託分） 

 

2 ぎかいポストに寄せられた意見等への対応について            資料 2 

 

3 請願者等に対する趣旨確認の機会について               資料 3 

 

4 その他 

 ⑴ 議会傍聴者アンケートについて                   資料 4 
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意見 

～議員は市職員や市民の王様なのですか？～ 

先日、市役所で手続きをしていたところ、大声を出して要求している議員を見かけ

ました。私は心臓が悪いため、大変驚きました。議員だからこそ何をしても良いと

いった態度は納得できません。また、ある動画サイトで福祉の団体さんと議員が意

見交換をしている動画を見ると、一部の議員を中心に高圧的な質問を繰り返してい

るほか、団体さんが話している間も他の議員と雑談する姿が映っており、まさにい

じめそのものだと感じました。 

私の友人の子（大学生）が浜田市を目指していると聞いたので、「絶対やめとけ」と

言っておきました。 

すごいからこそ、勝ってかぶとの緒を締めてほしいです。 

なぜ、委員会や質問は市役所の方を問い詰める場所になっているのですか？友人か

ら、「浜田市議会がヤバイ」と言われて YouTube を見ました。悪口やひぼう中傷を

平気でする議員を切りこみ隊長や正義の味方といっていて、完全にヤバイと思いま

した。やっていることがマスコミと同じレベルだと思います。市役所の方がかわい

そうです。 

現在の市議会はどうなっているのですか。 

みるにたえません。 

もっと市民の側に立っての議ろんをして下さい。 

同じことばっかりではずかしいです。 

なぜ、議員が浜田市社会福祉協議会をまるで悪の組織かのように批判し、議会とい

う公の場で中傷を続けるのか理由を教えてください。批判するよりも、どうしたら

良いかを社会福祉協議会の人に聞いて調査し、提案するのがあなたたちの仕事じゃ

ないのですか？ 

予算決算委員会の様子を YouTubeで見ました。市とのやり取りを見る限り、本当に

市とすり合わせしたの？や、これを聞くことを市に伝えていたの？というような議

員さんが 2～3名おられます。ちゃんと伝えていたのですか？ 

聞いていないのに、思った答えが返ってこなくて声を荒げたりするのは汚いです。

そして、みんなの税金と時間のムダです。 

森谷氏と足立氏が議員になられてから、議会が活発化しているように感じます。 

市民に対して、質問が深堀されていて、興味を引き付けられます。 

市民にわかりやすい発言力森谷議員。  分かりやすいのが一番です。 

 

  



ぎかいポストに寄せられた意見等対応報告 

 2 / 2 

 

対応経過及び結果 

【議会運営委員会】 

議会内外における議員の発言や態度についてのご指摘を、真摯に受け止めさせて

いただきます。 

浜田市議会では、議員一人ひとりが高い倫理観と責任を自覚し、市民の負託に応

える議会活動を確保するため、令和 8年 3月に「浜田市議会議員政治倫理条例」の

一部を改正し、「市民全体の奉仕者として、その品位又は名誉を損なう一切の行為

をしないこと」などを明文化しました。 

さらに、どのような行為が条例違反に該当するかを具体的に示した「逐条解説」

を作成し、全議員で共通の認識を持つことで、自己規律と自浄作用を促しています。 

その上で、議員一人ひとりが質疑の質や発言のわかりやすさの向上に努め、市民

の皆様の期待に応えられる議会であるよう、努めてまいります。 

 



請願者等に対する趣旨確認の機会について（案） 

 

1.目的 

請願又は陳情（以下「請願等」という。）の審査に当たり、提出文書のみでは趣旨

や願意の確認（以下「趣旨確認」という。）が十分できない場合に、委員会の判断に

より、請願者又は陳情者（以下「請願者等」という。）に対する趣旨確認の機会を設

けることで、請願等の内容をより的確に把握し、委員会審査の充実を図る。 

 

2.運用上の考え方 

（1）請願者等に自由な意見表明の場を設けることを目的とするものではなく、委員会

が請願等の趣旨及び願意を正確に把握するために実施するもの。 

（2）趣旨確認を行うかどうかは、委員会が個別に判断する。 

（3）趣旨確認の内容は、委員が確認を必要とする事項とし、委員は、請願者等に質

疑を行うことができる。 

（4）請願者等は新たな主張や要望を行ったり、委員又は執行部に対して質疑を行っ

たりすることはできない。 

（5）参考人制度とは異なる取扱いとし、費用弁償は行わない。 

 

3.趣旨確認の手続・委員会審査時の流れ 

（1）定例会議初日の付託先委員会で、請願者等からの趣旨説明が必要かどうかを決定す

る。 

（2）委員会で必要と決定した場合、請願者等に「（仮）請願者等に対する趣旨確認出席依頼

書」を送付し、出席の可否を伺う。 

（3）委員会審査当日 

※請願又は陳情審査の議題の冒頭に行う 

 

 

 

 

【以下はこれまでどおり】 

⑤必要があれば、委員から執行部への確認 

⑥執行部が答弁 

 

4.今後検討が必要な事項 

（1）運用についての規定を設けるかどうか（申し合わせ事項、新たな規程等） 

（2）請願者等への具体的な手続（依頼書） 

（3）趣旨確認を行う際に請願者等から説明資料の配布希望があった場合の可否 

（4）趣旨確認を行う際の請願者等からの説明時間の設定の有無 

（5）委員会運営上の実施時期及び審査時の流れ（進行方法等） 

①委員長が請願者等に出席依頼の理由を説明 

②委員長から確認事項を提示 

③委員から質疑 

④請願者等が回答 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：★浜田市議会基本条例 

第2章 議会の活動原則 

（議会の活動原則） 

第3条 議会は、市民の負託を受けた議決機関であることを自覚し、公正性、透明性及び信

頼性を確保し、市民に開かれた議会及び市民参加を推進する議会を目指して活動しなけ

ればならない。 

2 議会は、市民を代表する議決機関として、適切な判断及び責任ある活動をしなければな

らない。 

3 議会は、議員、市長及び市民の交流並びに自由な討論の場であるとの認識を持って活動

しなければならない。 

4 議会は、市民の参加意識が高まるよう分かりやすい視点、方法等で活動しなければなら

ない。 

5 議会は、障がいのある議員及び妊娠中の議員に対し、本人の意思を尊重し、円滑な議会

活動のための配慮をしなければならない。 

 

第3章 議員の活動原則 

（議員の活動原則） 

第17条 議員は、議会の構成員として、一部の団体及び地域の代表にとどまらず、市民全体

の福祉の増進を目指して活動しなければならない。 

2 議員は、市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力

を高める不断の研さんにより、市民の代表としてふさわしい活動をしなければならない。 

3 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを認識し、議員相互間

の自由な討議を重んじて活動しなければならない。 

4 議員は、政策討論会等を通じて議員相互間における自由な討議を行い、積極的な議案の

提出に努めなければならない。 

 

 第4章 市民参加   

  (市民と議会との関係) 

第21条 議会は、市民に対し、積極的に情報を公開し、説明責任を果たすものとする。 

2 議会は、本会議等その他の会議を原則として公開するものとし、あらかじめその日程、

議題等を周知するとともに、障がいの有無にかかわらず市民が傍聴しやすい環境の整備、

インターネット等による配信に努めるものとする。 

3 議会は、議案等に対する各議員の態度を広報紙で公表する等、市民に対して議員の意思

を明確にするものとする。 

4 議会は、本会議又は委員会における公聴会制度及び参考人制度を活用することにより、

市民の多様な意見及び専門的又は政策的な識見等を議会の審議に反映させるよう努める

ものとする。 
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浜田市議会申し合わせ事項の一部改正について（新旧対照表） 

 

①現在実施している傍聴者アンケートについて、本会議傍聴者だけでなく、委員会傍聴者も対象とする 

②傍聴者アンケート実施にかかる規定がなかったため、申し合わせ事項に規定する 

 

NO 変更事項 該当部分 現在 改正案 

1 傍聴者アンケー
ト実施の明記 

P17 
「その他」 
第 1 章 傍聴・
広報 

（新規） 11 議会運営に関する市民の意見を把握し、議

会運営に反映させることにより、開かれた議

会の推進を図るため、本会議及び委員会の傍

聴者を対象として傍聴者アンケートを実施す

るものとする。また、アンケートの結果は、

議会運営委員会において共有し、今後の議会

運営の参考とする。 

 

【具体的な流れ】 

・傍聴受付時に傍聴者アンケート用紙をお渡しする 

・アンケート回収ボックスを 6階傍聴席付近と 5階事務局の傍聴受付付近に配置する 

・アンケート結果は、定例会議開会 1 週間前の議会運営委員会において前回定例会議分を報告する際に、委員会分もまとめて報告

する 


